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　本書各章では，現代の水問題をその社会経済的諸要因に着目して，「流
域ガバナンス」という視点からとらえ，水問題が深刻な中国を中心に，中
国と日本における水資源・流域管理に関する制度改革の現状と課題につい
てケーススタディを通して検討してきた。終章では各章での議論をもとに
流域ガバナンスの意義と課題について整理を試み，対中国際協力の現状を
ふまえ，流域ガバナンスのための国際協力を展望する。

第１節　流域ガバナンスの意義と課題
　　　　─各章からのインプリケーション

　まず，流域ガバナンスの理論的な枠組みについて改めて確認しておきた
い。
　水資源の持続可能な利用には，水資源の開発と同時に，開発にともなう
量の不足，質の低下（汚染），流域の自然環境破壊などを防ぎ，景観，歴史・
文化，アメニティといった水と人との関係から生まれる有形無形の多様な
公益的機能を維持するため，水資源の保全を図ることが必要不可欠である。
水資源の持続可能な利用を実現するにあたり，国際社会において広く普及
している概念が，統合的水資源管理（IWRM）である。世界水パートナー

終　章

流域ガバナンスの課題と展望

─国際協力に向けて─　

大塚　健司



216 217

シップ（GWP）によると IWRMは「水，土地および関連資源の開発管理
を相互に有機的に行い，その結果もたらされる経済・社会的繁栄を，貴重
な生態系の持続可能性を損なうことなく，公平な形で最大化する方法」と
定義されている。そして，ばらばらに行われている水資源管理こそが，水
資源管理の失敗の根底にあるとして，自然システムと社会経済システムそ
れぞれの各要素の統合管理のみならず，両システム間の統合管理が必要と
されている。IWRMは，水資源に関するさまざまな側面に配慮した包括
的な理念となっているが，その弱点は，全体的な青写真はなく，その実践
は状況次第であるということにある。現在，多くの国・地域では，それぞ
れが置かれた異なる状況のなかで，IWRMをいかに実施に移していくか
ということに困難を抱えている。
　本書では，IWRMの実践的な課題に接近するために，「流域ガバナンス」
という考え方を提示した。ここで「流域」とは，いわゆる狭義の河川流域
だけではなく，土地を媒介とする水循環系としての集水域や河川・湖沼流
域の総称である。流域には，河川，湿地，湖沼，ダム，灌漑用水，地下水
といった多様な自然・人工水系と，上流から下流に展開されている水源林，
農地，工業用地，都市，海岸などの多様な土地利用が含まれる。流域ガバ
ナンスは，これまでの水資源管理の失敗あるいは困難という現実問題から
出発し，流域を単位として，水資源をはじめとする多様な流域資源に関す
る新たな管理の仕組みを模索する概念である。流域ガバナンスを理念的に
定義すれば，「ある流域において生態環境の保全・再生を図りながら，社
会経済の発展を実現するために，政府各部門および社会各層の利害関係主
体（ステークホルダー）が協力・連携し，多層なパートナーシップの形成
のもとに行う，多様な流域資源の管理・利用・保全のあり方」とできる。
そして，それを可能にするような流域管理組織および制度はいかなるもの
か，またそうした組織や制度のもとでの水資源・流域管理に関する取り組
みに必要な資金調達と費用負担をどのようにするかが重要課題となる。
　以下，こうした流域ガバナンスの理論的枠組みをふまえ，本書各章にお
ける中国（第１，２，３章，資料・解説）および日本（第４，５章）のケー
ススタディから得られるインプリケーションの整理を試みる。
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　第１に，序章において検討したように，流域ガバナンスは，権力機関
とそれを支える専門的技術者集団による垂直的ガバナンスから，多様なス
テークホルダーの参加と多層なパートナーシップをもとにした水平的ガバ
ナンスへの移行という，「分権と参加」の時代を特徴づける新たな仕組み
として登場しているという点である。日本においては，淀川水系流域委員
会（第４章）や高知県・神奈川県などが導入した森林・水源環境税（第５
章）がその先駆的な例である。また伝統的な土地改良区が農村コミュニティ
の弱体化や農業用水需要の減少といった社会変化を受けて，受益農家のみ
ならず地域住民に開かれた「水土里（みどり）ネット」への転換を模索し
ていることも注目される（第２章コラム）。中国においても，異なる政治
体制のもとであるが（後述），水資源・環境政策において，「分権と参加」
の国際潮流（序章）や国際協力の展開（後述）を受けて，国内の制度改革
が促されている。たとえば，水法を中心とした法制度改革（第１章），末
端水管理体制の改革をめざした参加型灌漑管理の導入（第２章），参加型
湿地管理の試み（資料・解説Ⅰコラム１），流域の環境保全を求めるNGO
やジャーナリストの活動（資料・解説Ⅱ）などがあげられる。
　第２に，先行研究からも示唆されるように，流域ガバナンスは地域固有
の自然生態系や社会経済システムに適応的・順応的なプロセスであり，多
様なかたちで現れているという点である（序章）。たとえば日本の地方自
治体による森林・水源環境税の導入・実施に関連して，神奈川県におけ
る県民会議の試みが示唆するように，不確実性の高い自然を対象とした事
業の実施と評価にあたっては，自然条件の変化や事業の実施による効果へ
の順応的な対応が望ましいであろう（第５章）。また ILEC（2005）では，
湖沼流域管理の組織・体制が効果的に機能するうえで，コミュニティの問
題への適応・順応性や，現存する地方制度や住民組織などを基礎とした組
織・体制づくりの重要性が指摘されているが，中国における拉
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市海や草海
におけるコミュニティ参加型の湿地管理の試み（資料・解説Ⅰコラム１）
がその典型事例として注目される。
　さらに，社会経済システムの側面では，中国における参加型灌漑管理（第
２章）やメコン川流域管理の事例分析（第３章）が示唆に富む。中国にお
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いて参加型灌漑管理システムの中核として普及が図られている用水戸協会
は地域によって多様な形態がみられ，請負制など既存の用水管理システム
や，村民委員会など，より一般的な地域共同管理システムとの整合性が問
われている。メコン川流域においては，水資源だけではなく，鉄道，道路，
火力・天然ガス発電など，水資源に代替する資源の開発が重要な役割をも
ちつつあるなか，流域ガバナンスの検討には，中国を含めた上流２カ国が
未加盟のままであるメコン川委員会の問題点ばかりではなく，多層な地域
協力機構が機能していることに注目すべきであることや，メコン川委員会
を通した上流・下流国すべてを含めた組織体制づくりを一気に進めるより
は，同委員会のダイアログ・ミーティングや地域開発を通して上流・下流
それぞれのレベルでのレジーム形成を進めていく漸進的アプローチの有効
性が指摘されている。もっとも国際河川流域の経験を国内にそのまま持ち
込むことができない要因として，流域内における複数の国家主権の存在に
留意する必要があろう（GWP-TAC 2000，32 -34; ILEC 2005，31 -35）。
　第３に，日本の２つの事例分析（第４章，第５章）から示唆されるよう
に，流域ガバナンスは，流域資源管理に参加する関係主体にとって，いか
に持続可能な資源利用を図っていくのか，そのための組織，制度，費用負
担ルールをどのように作り上げていくのかを相互学習するプロセスである
という点である（１）。たとえば琵琶湖・淀川水系では，委員公募による淀
川水系流域委員会が設置され，原則公開で審議が行われるとともに，意見
書の作成や議論の集約も委員によって自主的に行われてきたことは，ダム
の建設や琵琶湖の水位操作など，「環境の参入・目的化」にともなう流域
管理をめぐる社会的合意形成に大きな影響を及ぼしてきた（第４章）。また，
高知県における森林環境税の実施によって，税を負担する県民自身が，税
の意義，受益と負担の関係，地方自治のあり方，県民自身の役割について
認識を高める契機となっていると考えられている（第５章）。
　以上，本書各章の論点を横断的に整理することで流域ガバナンスの意義
に関するインプリケーションを導いてきたが，当然のことながら，流域ガ
バナンスの成り立ちをめぐる日本と中国の相違点に留意する必要がある。
たとえば流域ガバナンスを支える行政管理やステークホルダーの参加のあ
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り様や成熟度，そしてそれらの背景にある社会経済制度の相違である。序
章でもふれたように，中国においてはたとえば水汚染問題の背景にはいま
だに企業からの排水などポイントソースの汚染源のコントロールが機能し
ていないことがあげられる。中国においても，流域ガバナンスのための新
たな資金調達・費用負担のあり方が模索されているが（序章），第５章で
考察されているような森林・水源環境税については，中国ではその前提と
なる地方自治制度や徴税制度が未成熟である。また，NGOやジャーナリ
ストの活動に対して，政治的・社会的規制が依然として維持されている。
　確かに，流域ガバナンスを支える個別（下位）の社会経済システムに問
題がある場合，同じくそれを支える合意形成や資金調達の方法に問題があ
る場合，むしろ個別の政策科学的領域における技術的，制度的な視点から
の解決が必要となる。また流域ガバナンスは地域固有の社会経済システム
に順応的であるがゆえに，そのシステムが十分効果的に機能していない場
合には自ずと限界がある。
　だからといって，必ずしも（伝統的な）流域管理なくして流域ガバナン
スはない，とは考えない。流域ガバナンスはあくまで，順応的な方法や相
互学習により実現していくものであり，最初から完成されたシステムの構
築をめざす必要はない。とりわけ，途上国においては，個別分野の行政管
理能力や，ステークホルダーの発掘やその組織運営能力の向上自体が課題
となることが多く，その向上を図りながら，より上位の管理システムを整
備していくことが求められる。また，先進国の日本においても，流域委員
会にしても，森林・水源環境税にしても，流域ガバナンスはいまだ試行錯
誤の段階にある。その試行錯誤のプロセスを明らかにすることは，今後中
国がさまざまな制度改革を進めていく際に直面する問題点を検討するうえ
で参考になるであろう。
　流域ガバナンスの意義と課題については，今後さらに現場での実践の積
み重ねとその検証作業のなかで，明らかにしていくことが期待される。
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第２節　流域ガバナンスのための国際協力に向けて

　流域ガバナンスのための国際協力を展望するにあたり，水資源・流域管
理に関する国際協力の動向について概観しておきたい。表１は，2004 年
に日米中３カ国の専門家チームが北京で開催した中国の水資源・流域管理
に関する国際協力関係者とのラウンドテーブルや，関連資料などから収集
した最近のおもな国際協力事業を整理したものである（２）（表１）。
　まず，国際協力事業の協力主体としては，①国際機関（世界銀行，中国
環境開発国際協力委員会〔CCICED〕），②政府機関（EU，イギリス国際
開発省〔DFID〕，国際協力機構〔JICA〕，国際協力銀行〔JBIC〕），③国際
NGO（ウェットランド・インターナショナル中国，WWF-China，オクス
ファム・アメリカ，ザ・ネイチャー・コンサーバンシー，ラムサールセン
ター〔RCJ〕）などがあげられる（RCJ の活動については資料・解説Ⅰコラ
ム２参照）。このように，中国の水資源・流域管理に対する国際協力にお
いて多様な主体が活動している。
　最も重点が置かれている協力分野は，流域管理組織・制度に関する支援
である。たとえば，世界銀行による新疆ウイグル自治区における流域水資
源委員会の設置は，一行政区域内ではあるが，流域管理を可能とするよう
な委員会組織を設置する試みであり，水利行政部門の下部機構としてでは
なく，自治区内の関係行政部門や県政府から成る「委員会」組織であるこ
とが重要である。ステークホルダーの参加がある初めての包括的な流域管
理組織として今後の動向が注目される。また，同じく世界銀行による海河
流域総合水・環境管理事業では，流域における水質管理をめぐって，河川
流域の水利事業を管轄する水利部と水質保全行政を管轄する国家環境保護
総局の不調和・対立などが顕在化している問題に対し，GIS（地理情報シ
ステム）を利用してデータの共有化を図る試みが注目される。
　資金調達・費用負担メカニズムに対する支援としては，対象とする汚染
処理防止や環境保全・再生事業への融資以外に，灌漑区において農民を用
水戸協会として組織化することにより，水利用の費用負担ルールを整備す
る試みが注目される。たとえば，DFID と世界銀行による参加型灌漑管理
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に関する事業は，とくに貧困層の参加を重視し，用水戸協会の自主的，民
主的な運営を通し，公平で効率的な水利用の費用負担を図ろうとするもの
である（第２章参照）。
　また，国際NGOは，流域住民を含めたローカルなステークホルダーの
参加に重点を置いている。たとえば，雲南省のNGO，グリーン・ウォーター
シェッドは，オクスファム・アメリカの協力により，ダム建設予定地の住
民と，すでにダム建設により移転させられた住民との間で対話集会を設け，
移転対象住民の意識啓発を行うと同時に，住民らの声を，マスメディアを
通して広く社会に訴える活動を行っている（資料・解説Ⅱ参照）。
　中国における流域ガバナンスの課題は，必ずしも一朝一夕で解決できる
ものではないものの，それぞれの課題に対する国内および国際的な注目す
べき取り組みをいくつかみることができる。しかし，個別事業のパッチワー
ク的な積み上げだけでは不十分である。むしろある流域において，ガバナ
ンスという視点から系統的に，諸問題の解決を図っていくようなケースス
タディ的なプログラムが有効であろう。とくに手薄感があるのが資金調達・
費用負担メカニズムの創出への支援であり，組織・制度整備およびステー
クホルダーの参加とセットで考えていく必要があろう。
　一方，日本においては 1990 年代中頃より，中国に対するODAの多く
は環境関連プロジェクトに向けられてきた。このうち水問題に関連したも
のとしては，下水処理場，上水供給施設，大規模灌漑地域の節水，流域環
境改善に焦点が当てられてきた。日本のODAによる中国の環境保護への
貢献は大きいものの，日本政府は，中国初のオリンピックが北京で開催さ
れる 2008 年までに，円借款の新規供与を停止する予定である。もし多額
の円借款が停止されるとなれば，中国に対する日本のODAはインフラプ
ロジェクトよりも制度改革支援や人材開発事業（これらはいわゆるソフト
な「技術協力」分野に相当）に重点が置かれることになるであろう（本章
コラム参照）。その際，日本の過去の経験のみならず，最近の制度改革の
もとで進められているさまざまな試みにも注目した制度・政策改革支援に
ついても検討の余地があろう。
　Turner and Otsuka（2006）では，流域ガバナンスに関する日米中３カ
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地
域
の
代
替
生

計
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
を
提

案
。

流
域
各
省
・
区
政
府
が
主
催
し
，

流
域
各
地
域
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル

ダ
ー
が
参
加
す
る
「
長
江
流
域

開
発
と
保
護
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
の

設
立
を
提
案
。

EU
遼
寧
省
遼
河
流
域
水
資
源

管
理

19
99
－
20
05
点
源
汚
染
と
面
源
汚
染
双
方
を
考
慮

に
入
れ
た
水
質
モ
デ
ル
の
解
析
に
よ

り
土
地
・
水
資
源
利
用
計
画
の
必
要

性
を
指
摘
。

－
－

D
FI
D
-W
B

水
法
改
正
支
援

20
01

20
02
年
に
水
法
改
正
。

－
－

参
加
型
灌
漑
管
理

20
04
－
20
08
水
利
部
と
国
家
農
業
開
発
弁
公
室
に

よ
る
用
水
戸
協
会
に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
作
成
を
支
援
。

民
主
的
な
用
水
戸
協
会
の
運
営

に
よ
る
水
利
用
の
公
平
で
効
率

的
な
費
用
負
担
を
図
る
。

特
に
貧
困
層
の
参
加
を
重
視
。

JI
CA

水
利
人
材
養
成

20
00
－
20
07
水
資
源
管
理
を
含
む
水
利
制
度
を
末

端
で
支
え
る
，
全
国
の
初
級
・
中
級

技
術
者
を
指
導
す
る
教
育
指
導
者
の

育
成
。

－
－

大
型
灌
漑
区
節
水
灌
漑
モ

デ
ル
計
画

20
01
－
20
06
JI
CA
事
業
と
連
動
す
る
日
中
交
流
事

業
を
通
し
て
，
日
中
の
灌
漑
管
理
体

制
を
比
較
検
討
。

－
－

水
利
権
整
備

20
04
－
20
06
遼
寧
省
太
子
河
流
域
の
ケ
ー
ス
ス
タ

デ
ィ
を
通
し
た
水
利
権
制
度
の
検
討
。

－
－
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JB
IC

　
河
南
省
淮
河
，
吉
林
省
松

花
江
・
遼
河
お
よ
び
黒
龍

江
省
松
花
江
流
域
の
環
境

汚
染
対
策

19
97
－

－
流
域
水
汚
染
防
止
対
策
の
た
め

汚
水
処
理
場
や
工
場
排
水
対
策

の
設
備
等
資
金
を
援
助
。

－

甘
粛
省
，
新
ウ
ィ
グ
ル

自
治
区
水
資
源
管
理
・
砂

漠
化
防
止

20
00
－

－
乾
燥
地
域
に
お
け
る
節
水
灌
漑

の
た
め
の
土
木
，
設
備
等
資
金

を
援
助
。

－

湖
北
省
，
江
西
省
長
江
中

流
域
の
植
林

20
03
－

－
長
江
中
流
域
の
植
林
機
能
回
復

と
土
壌
流
失
防
止
の
た
め
植
林

の
資
金
を
援
助
。

地
元
農
民
ら
が
植
樹
か
ら
育
成
，

管
理
作
業
に
参
加
。

ウ
ェ
ッ
ト
ラ
ン

ド
・
イ
ン
タ
ー
ナ

シ
ョ
ナ
ル
中
国

生
物
多
様
性
，
湿
地
，
流

域
の
統
合
管
理
（
タ
リ
ム

湖
，
ピ
ー
コ
ッ
ク
河
流
域
）

19
99
－

－
－

地
方
政
府
，
地
域
住
民
と
協
力

し
て
，
湿
地
や
流
域
の
環
境
保

全
を
図
る
。

オ
ク
ス
フ
ァ
ム
・

ア
メ
リ
カ

雲
南
省
参
加
型
流
域
管
理

支
援

20
02
－

－
－

雲
南
環
境
N
GO
グ
リ
ー
ン
・

ウ
ォ
ー
タ
ー
シ
ェ
ッ
ド
に
よ
る

参
加
型
流
域
管
理
を
支
援
。

ザ
・
ネ
イ
チ
ャ
ー
・

コ
ン
サ
ー
バ
ン

シ
ー

雲
南
省
流
域
環
境
保
全

20
03
－

－
－

雲
南
省
政
府
，
地
元
住
民
，
研

究
機
関
な
ど
と
協
力
し
て
省
内

河
川
流
域
の
生
物
多
様
性
と
生

態
系
の
保
全
を
図
る
。

ラ
ム
サ
ー
ル
セ
ン

タ
ー

日
中
韓
子
ど
も
湿
地
交
流

（
20
04
年
江
蘇
省
大
豊
，

20
05
年
黒
龍
江
省
ザ
ー
ロ

ン
，2
00
6
年
甘
粛
省
蘭
州
）

20
04
－

－
－

日
中
韓
3
カ
国
の
子
ど
も
が
そ

れ
ぞ
れ
の
湿
地
の
紹
介
な
ど
を

行
い
，
相
互
理
解
を
深
め
る
。

（
出
所
）　
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
（
20
04
年
６
月
16
日
北
京
），
各
事
業
報
告
書
，
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
情
報
な
ど
を
も
と
に
筆
者
作
成
。
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国の共同研究をふまえて，協力可能な分野として，①法制度改革支援，②
新たな資金調達メカニズムとインセンティブの活用，③ステークホルダー
の参加のさらなる拡大，について個別課題の検討が行われている（表２）。
ここで，日本が協力のイニシアティブをとる際に留意すべき点は，日本の
経験を活かすことができる課題と，日本も経験が浅く，また改革途上にあ
るため，第三国の協力を得て日中共同で取り組むことが望ましい課題を区
別することである。これまでの水資源・流域管理に関する国際協力はどち
らかといえば，前者のみが重視され，後者については避けられてきたよう
に思われる。
　中国の流域ガバナンスは未成熟であり，また，日本の流域ガバナンス
も試行錯誤の形成途上段階にある。さらに，前述したように，流域ガバナ
ンスの成り立ちをめぐる日中間の相違は小さくない。しかし，本書におけ
る議論が示唆するところは，そうした不完全で相違点がある状況において
も，共通の課題が確かにみられることである。そこに国際協力の素地があ
る。こうした変化のただなかにある問題領域の国際協力は，一般的に開発

表２　中国における持続可能な流域ガバナンスを促進するための協力可能な課題

①法制度改革支援
・流域管理委員会の創設・運営支援（小流域単位）
・水利委員会と日米各流域委員会との交流
・流域管理・水汚染防止に関する法制度改革支援
②新たな資金調達メカニズムとインセンティブの活用
・生態環境サービス対価支払制度のパイロット事業
・用水戸協会の普及促進
・下水処理場建設における地方債権制度の創設・活用
・小規模な水取引の実験
・河川管理の生態的・社会的影響評価に関する研究
③ステークホルダーの参加のさらなる拡大
・流域レベルのフォーラムの創設
・流域・地域単位の企業の社会的責任（CSR）の促進
・流域間の国際交流
・流域管理決定過程における公聴会の試行支援
・汚染被害者への法律援助事業の支援
・NGOのトレーニング
・流域資源の管理受託者（steward）としての市民のエンパワーメント
（出所）　Tunrner and Otsuka（2006）．
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援助で想起されるような一方的な技術やノウハウの移転は困難であり，相
互交流や相互学習による協働作業が適しているであろう（３）。そのために
は，試行錯誤のプロセスを直接の関係者だけではなく，より幅広い関係主
体を交えて検証し，成果と課題についての共通認識を深めていくことが必
要不可欠である。
　流域ガバナンスについて，住民移転や都市計画の問題など，本書で本格
的に扱わなかった個別課題は少なくない。水問題への流域ガバナンスによ
るアプローチの有効性と限界をふまえつつ，今後さらなるケーススタディ
を積み重ね，政府間のみならず，企業，地域社会，専門家集団，NGOそ
の他多様な関係主体の間で相互交流と相互学習を深め，そこで得られた知
見やノウハウを水問題の解決に向けた協働作業に活かしていくことが求め
られている。

〔注〕
⑴　仁連（2006）もまた，流域ガバナンスは，「持続可能な社会へと進む道筋を教えて
くれる社会学習の場である」としている。
⑵　Turner and Otsuka（2005；2006），大塚（2005）を参照。
⑶　中国の事例ではないが，RCJ によるサロマ湖（北海道）とチリカ湖（インド）の
漁業者集団の交流活動はその好例である（Nakamura 2005）。
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コラム　水資源と流域管理に関する対中ODA

　水資源・流域管理に関する日本の対中ODAについて，国際協力銀
行による円借款と国際協力機構による技術協力の取り組みについて紹
介する（１）。

●国際協力銀行（JBIC）

　国際協力銀行（JBIC）は，開発途上国に対して，これまで多目的
ダムの建設や洪水防止対策を中心に，灌漑用水や上下水道整備に対す
る資金援助などを行ってきた。中国では，西部地域における環境，人
的資源開発，および西部地域における貧困削減の３つの領域に資金援
助の重点を置いている。1979 年より，JBIC（前身はOECF）は中国
に多額の借款事業を行ってきており，過去５年だけでも円借款は毎年
平均 150 億ドルに及んでいる。
　JBIC は流域管理を直接支援するための特別のプロジェクトを行っ
ていないものの，多くの水関連プロジェクトを実施している。（１）
全国 20 以上の大都市における上水プロジェクト，（２）淮河流域の河
南省，松花江・遼河流域の吉林省，松花江流域の黒龍江省，湘江流域
の湖南省，三峡ダム上流部の重慶市などにおける工場汚水対策や下水
処理場の建設と拡張を支援する水汚染管理プロジェクト，（３）新疆
ウイグル自治区および甘粛省における節水灌漑，（４）黄河流域の土
壌流出の大幅な削減が中央政府の目標の対象となっている，黄土高原
（陜西，山西，内モンゴル）における植林，（５）長江の中流域におけ
る湖北省および江西省の植林，（６）四川，河南，およびその他の省
における洪水防御と上水供給のための多目的ダム。

●国際協力機構（JICA）

　国際協力機構（JICA）は日本の専門家を中国に派遣，あるいは中
国人関係者を日本で研修することを通して以下のような水関連の技術
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協力を行っている。（１）2000 人以上の中央・地方の水利部門の官僚
を対象とした水資源開発に携わる人材養成事業，（２）大規模灌漑区
における節水灌漑モデル計画，（３）太湖における水環境再生パイロッ
ト事業，（４）四川省森林造成モデル計画。
　新疆ウイグル自治区においては，トルファン盆地の持続可能な地下
水に関する開発調査を，雲南省の長江上流支川の小江では総合土砂災
害対策の開発調査をそれぞれ実施している。また，建設部，水利部，
地方・省政府と協力して，灌漑区の節水を推進するための指導マニュ
アルを作成している。甘粛，陜西，湖南省においては，中国側関係機
関と協力して，節水灌漑パイロットプロジェクトを実施している。さ
らに，黄河流域の中流域において，土壌流出を防ぐための植林に対す
る無償資金協力を行っている。さらに，JICAは中国の水利権制度整
備調査プロジェクトを立ち上げ，国土交通省の専門家や日本国内の学
識経験者からの支援を得て，遼寧省の太子河流域のケーススタディを
実施している。また，大規模灌漑区の節水灌漑モデル計画事業の一部
として，日本農業土木総合研究所は土地改良区を含む日本の経験を紹
介する技術交流プログラムを実施している（本書第２章参照）。

　これまで日本の対中水資源・流域関連協力事業の多くはハードウェ
アに関する資金援助や技術移転に焦点を当てたものが多かったが，最
近は，上記紹介した JICAのプロジェクトのように水セクターにおけ
る人的資源や政策の強化など，よりソフトウェア的要素の多い技術協
力に関する取り組みもみられる。今後は，ハードとソフト，制度改革
と資金調達，専門家とコミュニティなどを包括する総合的な協力の展
開が望まれるところである。

〔注〕
⑴　Turner and Otsuka（2006），アジア経済研究所「流域のサステイナブル・ガ
バナンス─日中の経験と国際協力」研究会などにおける関係者からのヒアリン
グによる。


